
～令和 5年度大潟支所の主な福祉事業紹介～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
              

 

〒949-3102 

大潟区九戸浜 240-2 

大潟ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎの家内 

上越市社会福祉協議会大潟支所 

 TEL ５３４－２４１０ FAX ５３４－５４４０ 

 

 

 

 

 

 

 

  

上越市社会福祉協議会 

大大潟潟支支所所だだよよりり  

【発行】令和５年５月２５日 第５７号 

 上越市社会福祉協議会大潟支所では、新体制となり住民の皆様が気軽に相談でき、安心して利用する

ことができる福祉の拠点施設を目指して全職員一体となって取り組んでいきます。 

 大潟支所では、「共に生き共につくる福祉社会を目指して」という基本理念のもと、「住民主体による

地域福祉の推進・拡充」のため、下記の事業を実施します。 

福祉教育推進事業 

子供から大人まで全世代を対象に、福祉への関

心を高め、お互いを認めあえる福祉教育を推進

します。 

 

・小、中学校における福祉教育 

・地域イベントへの参加 

福祉まつり事業 

地域の皆さんが集うイベントに参加し、世代を

超えた交流とふれあいの場での親睦を深め、福

祉と健康のまちを目指します。 

 

・おおがた七夕☆絆まつりの 

参加（７月） 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業 

ボランティア活動につながるボランティア講座

の開催やボランティア同士の情報交換や交流会

を行います。 

 

・ボランティア研修会 

・サロンボランティア交流会 

“ほっと”安心生活サポーター事業 

一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、障が

いを持つ方々など（利用会員）が、安心して暮 

らせるようにボランティアの方々 

（提供会員）が家事を中心とした生 

活のお手伝いをします。 

 

地域懇談会事業 

地域の皆さんの福祉ニー

ズ、課題を把握したり、社

協の取り組みについて説

明をする機会として開催

します。 

・支え合いマップの作成や

見直し 

ふれあい・いきいきサロン事業 防犯意識向上事業 

気軽に集まるサロンの設

置や運営の支援を行いま

す。 

 

・区内９サロンの活動支援 

・サロン交流会の実施 

小学校１年生へ防犯意識

を高めるために「防犯ブザ

ー」を配布します。 

 



上越市社会福祉協議会大潟支所では「地域いきいき出前講座」を行っています。町内会の

会合や、地域で５、６人集まる機会があれば、お気軽に声をおかけください。職員が地域へ

伺います。 

  
【講座の内容】 

 ♢介護サービス講座（介護保険制度やサービスを使うには･･･） 

  ・介護保険のしくみや手続き、どんなサービスがあるの？ 

 ♢介護実技講座（いざという時のために･･･） 

  ・車いすの操作、移動や通院介助のポイント 

 ♢レクリエーション講座（いつまでも元気に･･･） 

  ・手遊び、歌遊びでリフレッシュ、集会活動でできるレクリ 

エーションを紹介します！ 

 ♢福祉懇談会 

  ・支え合いマップをつくりながら、地域の安全・安心な暮ら 

しを皆で話し合いましょう 

 

  

＊会場は･･･ 

 町内会館や集会施設など 

＊時間は･･･ 

 ３０分から１時間程度 

＊申込みは･･･ 

 １ケ月程度前までにお願

いします。 

 

※内容、時間等お気軽にご相

談ください。 

【大潟支所☏534-2410】 
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令和５年度 社協会費のお願い 

 上越市社会福祉協議会は、社会福祉法に定められた公共性の高い民間福祉団体として、地域

福祉・在宅福祉サービス事業、ボランティア活動の推進等の事業に住民の皆様のご理解とご参

加をいただきながら活動を展開しています。６月より町内会のご協力をいただき、住民の皆様

に会費の納入についてお願いをしています。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

この他、賛助会費・団体会費のご協力もお願いしています。 

皆様からの会費は、大潟区の地域福祉事業に活用されます。 

大潟支所だよりは、赤い羽根共同募金の配当金で発行しています。 

今年度も年３回、『大潟支所だより』をお届けします。 

“いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり”を目指し地域福祉事業に取り

組んでいきたいと思います。 

 皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

１世帯 ６００円 

「地域いきいき出前講座」のご案内 

～ボランティア活動保険について～ 

ボランティア活動中のボランティア自身の様々な事故によるケガや損害賠償責任を補償します。 

ボランティア活動をされる方は、ぜひご加入ください。 

＊加入できる方･･･社会福祉協議会に登録されているボランティア個人、又はボランティアグループ 

＊補償期間･･････令和5年4月1日から(加入手続きを完了した翌日から)令和6年3月31日まで 

＊掛  金･･････基本プラン 350 円 

 (年間保険料)  天災･地震補償プラン 500 円 

        特定感染症重点プラン 550 円 

 ※詳細は、大潟支所【534-2410】へお問い合わせください。 


